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まえがき

　住、民基本台帳は、昭和42年に制定された住民基本台帳法に基づき、

住民としての地位に関する届出等を一本化し、また、住民に関する記

録の処理がすべてそれに基づいて行われるための台帳として各市町村

において設けられている。

　現在では、この住民基本台帳は、住民に関する記録を正確かっ統一

的に行う台帳として、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録等住

民に関する事務処理の基礎となるとともに、住民の住所に関する届出

等の簡素化に大きく寄与しており、住民の利便性の増進や市町村の行

政の合理化が図られてきている。

　また、住民基本台帳事務にっいては、各市町村において早くから電

子計算機を利用した事務処理の効率化が図られてきており、法制度上

も昭和60年の住民基本台帳法の改正により磁気ディスク等をもって住

民票を調製することが可能となり、現在で・はほとんどの市町村で住民

基本台帳の電算化が行われている。

　当研究会は、以上のような住民基本台帳制度の果たしている役割を

踏まえて、今後の高度情報化社会や高齢社会、地方分権の流れに対応

していくとともに、全国的な住民の移動や交流が一般化し、地域間の

交流や連携も活発に展開されているという状況の下での住民サービス

の質的向上と行政の簡素効率化を図るため、住民基本台帳を基礎とし

た市町村や都道府県の区域を越える本人確認のためのネットワークシ

ステムの構築についての調査　研究を進めてきた。

　当研究会は、平成6年度及び7年度の2力年度にわたり検討を行って

きたが、　平成6年度末においては、その中．悶報告を発表し、各方面か

らさまざまな反響が寄せられたところである。　平成7年度においては、

この中間報告に対する各方面の反応も参考にしながら、干葉県船橋市

における住民基本台帳電算システムの実態調査や大蔵省及び社会保険



庁からの説明等を含む合計惚回の会合を開催し、個人惜報の保護措置、

ネットワークシステムの利用分野その他の諸課題にっいて審議・検討

を行ってきたところである。

　本報告では、新たな時代の流れに対応した、住民基本台帳を基礎と

したネットワークシステムの重要性を明らかにするとともに、このネ

ットワークシステムの具体的な在り方等にっいて意見をとりまとめた

ものである。住民基本台帳制度を所管する自治省においては、今後、

このネットワークシステムの導入や運用の主体となる地方公共団体を

はじめ各方面における論議を経て、その早期の実現を図ることを期待

する。
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第1　はじめに

1　高度情報化社会の到来

　近年において、コンピュータと電気通信回線の有効活用による惜報

通信の高度化が著しく進展しっっある。この流れを的確にとらえるこ

とが、2！世紀における豊かな国民生活と活力ある経済社会を実現する

ための有力な方策の一っであると指摘されている。

　すでに民間部門においてはそれぞれの業務で、銀行のオンラインシ

ステムやクレジットカードシステムなど多くのコンピュータ・ネット

ワークシステムが実用化される等の高度清報化社会への対応が着実に

進展している。

　また、一部の地方公共団体においては、個々の市町村の区域を越え

る広域行政圏や都道府県単位で住民サービスのネットワーク化を図ろ

うとする取組が行われたり、カードシステムを導入して住民サービス

の高度化に活用したりするなどの独自の積極的な取総が行われている。

　さらに、近年、交通や通信手段の目覚ましい発達により、住民の生

活圏や行動範囲は飛躍的に拡大し、市町村や都道府県の区域を越えた

住民の全国的な交流や移動が一般化するどともに、地域間の交流や連

携も活発に展開されている。このような住民の活動領域と各地方公共

団体の区域との乖離がますます増大していくことが予想される。こう

した状況の下では、個別の地方公共団体の努力のみでは一定の限界が

あり、地方公共団体全体としても、高度情報化社会の急速な進展にっ

いて適切に対応するための新たな仕組みが必要となっている。

2　分権社会における相互連携の必要性

　現在の我が国においては、国と地方の役割分担を明確にし、行政の

在り方を分権型行政システムヘと転換していくことが、内政における
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最大の課題の一っとされている。

　地方分権が進むことで社会全体の在り方も変化していくこととなり、

これに対応して個人や地域の自発性・自立性が高まるとともに、独自

の発展の可能性が拡大することとなる。また、個人や地域が本来持っ

ている豊かな資質や魅力、可能性がより効果的に発揮できるようにな

ることが期待される。

　地方分権を進めていくためには　これまで内政において国が担って

きた役割を地方が国に依存することなく・より的確に果たしていく二

とが求・められている。

このためには、各地方公共団体がそれぞれの自己責任の下に自己決

定を適切に行えるよう、政策決定やその執行に当たって必要となる情

報を各地方公共団体が相互に共有することが重要となるものと考えら

れる。また、住民に身近な総合的な行政主体として地域の実情に即し

たきめ細やかな行政サービスを提洪していくことはもちろん、行政サ

一ビスの提供に当たって、それぞれの地方公共団体が二れまで以上に

広域的な連携や調整を行う努力をしていくことが必要である・これに

より、分権社会において提供される行政サービスの質を一層向上させ

を可能なト・、ノ図っていくためには、市町村や都道府県の区域を越えて

本人確認を可能とするシステムの導入が必要となるものと考えられる。

　地方分権の進展に伴って地方公共団体がその意思に基づいて高度の

行政サービスを提供していく場合においては、それがすべての地域の

住民にとって公平で、かっ、効率的に進められることが必要である。

また一、地方公共団体の高度屑報化の推進に当たっては、これに伴い想

定されるさまざまなリスクを極力回避し、かっ、システム全体を簡素

で効率的に構成し運用する二とにより、必要となるコストを最小化し

ていくよう配慮する必要がある。このためには、さまざまな行政の基

盤となる制度，として全国共通のシステムを確立していくことが適当で

あるゴ

　また、地方全体が制度的にこのようなシステムを同時期に整備する

ことにより、各市町村や各都道府県においては、これを地方公共団体

共通の基盤として、新たな発想に基づく多様な地域連携をそれぞれの

状況に応じて容易かっ柔軟に展開していくことが可能となる。

特に、高齢者や被災者等の弱者に対する配慮の行き届いた社会づく

りを進めていこうとするとき、このようなシステムは、将来的には祉

ていくことが可能となるものと考えられる。

地方公共団体の広域的な連携や調整を適切に図っていくためには・

個々の地方公共団体の行政における高度情報化を推進するとともに、

これを基礎として地域と地域が連携・交流し、また、そこで暮らす個

人が自分の住んでいる地蹴越えて騒・交流することを容易にする

会を支えるセイフティネットとなり得るものである。

市町村や都道府県の区域を越えた本人確認のためのシステムを構築

することにより、市町村の窓口業務を中心として、住民にとって手続

の簡素化・効率化が図られ、住民の利便性が向上するとともに、行政

にとっても事務の簡素化　効率化が図られることとなる，また、これ

ような行政の仕組みが必要であると考える。 により、国全体としても、行政の簡素効率化につながることとなり、

今後の行政改革の推進という課題にも資することとなると考えられる。

3　市町村や都道府県の区域を越えた本人確認システムσ）必要性

4　住民基本台帳を基礎としたネ1ソトワークシステムの構築

住民の全国的な広がりをもった移動や交流力～一般化しているという

状況において、今後豊かで勧ある社会を顛するため・高度で捕

な行政ザビスを住民に的確に提供するとともに・微の簡素効靴

　市町村や都道府県の区域を越えた本人確認のためのシステムを構築

するためには、住民に関する正確な情報が不可欠である。

P
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　公的部門において、現在、最も正確で、基礎的な任民情報を保有し

ているのは、市町村の住民基本台帳であり、住民の居住関係を正確に

把握することのできる唯一の制度となっている．

　したがって、現在、すでに大部分の市町村（平成7年4月1日現在で全

市町村の91、1％、人口割合で98，7％）で導入が進んでいる住民基本台帳

の電算システムを基にして、市町村や都道府県の区域を越えた本人確

認のためのネットワークシステムを構築することが最も適切であると

考える。このことは、住民基本台帳事務の効率化・広域化（年間約4

住民基奉台帳制度は・国民健康保険、選挙、義務教育等市町村が執

60万1牛にのぼる転入・転出事務の効率化、年間約8，400万件にのぼる

住民票の写し等の交付事務の軽減、広域的な住民票の写し等の交付の

行するさまざまな行政の基礎とするために設けられているものであり、

原則と、して現在でもすべての住民（外国人登録制度の対象となってい

る者を除く。）が記録されることとなっている。また、すでにほとん

どの市町村においては、住民基本台帳の電算化が行われ、当該市町村

の各行政分野に活用されており、電算化された住民基本台帳を基礎と

して各分野ごとの情報を処理するための電算システムが構築されてい

至』・

市町村の住民基本台帳を基礎としてそのネットワークシステムを構

実現など）　行政機開における本人確認の効率化（年間約3，000万件

にのぼる公的年金の現況確認事務の簡素化、公共サービスの広域的な

利用など）　その他の住民の利便性の向上等に大きく資するものと期

築することにより、住民基本台帳を、すでに述べたような高度情報化、

分権化、高齢化等の新しい時代の要請に応じられるようにすることが

可能となる

待される。

また、このように住民基本台帳の電算システムを基礎として、ネッ

トワークシステムを構築することにより、住民に関する情報について

集中・集権的にデータベースの管理をするのではなく、分散・分権的

このシステムは、原則としてすべての住民を住民基本台帳をべ一ス

なデータベースの管理を行うことが可能となり、これは、これからの

分権社会にふさわしいシステムとして構成されることとなるものと考

に特定することとなるが・制度導入に当たって、センターに保有する

情報を限定するとともに、システムの技術上の安全性はもちろんのこ

と・データの利用提供の規制・データ　マッチングの禁止、民間機関

による利用の禁止等厳格な個人情報保護措置を講じることによって、

システム全体として容認されるものと考えられる。

える。

なお、このネットワークシス・テムが、将来、基本的な仕組みとなり

得るものであることにかんがみ、その利用の範囲を含め、制度の基本

的部分にっいては・国会における審議を経て、法律で明示されること

が適当であると考える。

5　ネットワークシステムの構築に当たっての留意点

住民基本台帳のネットワークシステムの構築に対しては、プライバ

シーの観点からの不安感や、国民に対する管理が強まる社会となって

しまうのではないかという懸念も表明されているところであるg

したがって、地方公共団体が主体となってこのネットワークシステ

ムを構築するに当たっては、国民の十分な理解と協力を得る努力を行

っていく必要がある。

監9

一4一 一5一



第2　制度導入の目的

、　ネットワークシステムの構築

　市町村の区域を越えた全国単位での本人確認を行うこと、及び、明

確な法的根拠に基づき、地の行政機関に対する住民基本台帳情報（氏

名、住所、性別及び生年月日の4情報）の提供を行うことを可能とす

るため、住民基本台帳を基礎とし、住民基本台帳に記録されたすべて

の住民を対象とした、すべての市町村（特別区を含む・以下同じ。）

を結ぶネットワークシステムを構築する。

2　ネットワークシステムの性格

γのネットワークシステムは、今後のさまざまな行政システムの高

度情報化のための基盤部分となり得るシステムであるが、これにより、

当面、以下のようなことが可能となる。

①住民基本台帳事務の効率化、広域化

②行政機関における本人確認への利用

③　行政手続における住民票の写し等の添付の省略

④住民基本台帳カードを申請手続等の簡素化の手段等として活用す

ること等による住民の利便性の向上

　このネットワークシステムの基本的性格は、国のシステムではなく、

市町村の住民基本台帳を基礎とした地方公共団体共同の分散・分権的

なシステムとすぺきである。

　このような電算化された住民基本台帳を全国的にネットワーク化し

たシステムを、　「住民基本台帳ネットワークシステム」と呼称するこ

ととする。

・い
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第3　住民基本台帳ネットワークシステムの概要

1　住民基本台帳ネットワークシステムの構成

　全国の市町村を通信回線で結び住民基本台帳ネットワークシステム

を構築する。このネットワークシステムにおいては、4購報（氏名、

住所、性別及び生年月日）及ぴ後述するコードを転送するためのコミ

ュニケーション・サーパー（ネットワーク上でほかのコンピュータに

データ通信のサービスを行うコンピュータ）を各市町村に新たに設置’

し、これと都道府県単位センター及び全国単位センターを専用回線等

で結ぶこととする。市町村の住民基本台帳電算システム自体には、外

部からいかなるアクセスもできないようにし、市町村の保有する住民

基本台帳情報の安全性を確保する、　【図1及び図2】

　このネットワークシステムを構築するために、都道府県及び全国単

位のセンターを設置するとともに、住民基本台帳に記録される住民個

人を単位とする全国共通のコードを設定する。

　都道府県及び全国単位のセンターのブァイルには、4情報及びコー

ドを言己録するものとし、明確な法的根拠に基づく場合に限り、行政機

関に対しこれらのセンターから情報提供が行われるものとする。

　ネットワークシステムの具体的な内容は、以下のとおりである。

2　住民基本台帳コードの設定

　住民基本台帳ネットワークシステムの基本的な構成要紫として、ま

た・ネットワークを通じて・市町村の区域を越えて住民が行政サービ

スを受け、行政機関等が本人確認を行うために、住民個人を単位とす

る重復しない全国共通のコードを設定する必要がある。

　この全国共通ルールにより設定され、住民が保有することとなるコ

ードを、住民基本台帳コード（以下「コード」という。）と呼称する
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こととする。

3　センターの設置

①　コードは、住民基本台帳ネットワークシステムの導入時点で当該住

　民が住民基本台帳に記録されている市町村において設定されるほか、

　原則として住民がはじめて住民基本台帳に記録された市町村において

　設定されるものとする。

　ネットワークシステムを構築するためには、都道府県単位及び全国

単位でセンターを設置する必要がある。このセンターは基本的に、以

下のような機能を果たすものとすべきである。

②　コードの体系は、できるだけ簡略かっ長期間の使用に耐えられるよ

　う9桁の数字及び1桁のチェックデジットからなる10桁とすること

　が考えられる。また、個人情報の保護等の観点から、コード自体から

　は、氏名、住所、性別、生年月日等の個人構報や設定市町村が判別で

　きないようにする必要がある。

③　コードは、住民に身近な行政主体である市町村が．あらかじめセン

　ターにより発行された重複しない乱数群の中からランダムに設定する

　こととすべぎである．

①　市町村間（主として都道府県単位センター）又は都道府県間（主と

　して全国単位センター）の連絡調整機能（ネットワークシステムの結

　節点としての機能）

②明確な法的根拠を有する他の行政機関等に対し氏名、住所、性別

　及び生年月日の4情報（以下「4情報」という。）及びコードを提1共

　する際の窓口としての機能

③市町村が設定したコードの技術的なチェック機能

④市町村は、コードを設定後、速やかに本人に対し通知することとす

　べきである。

④市町村の住民基本台帳電算システムの4情報に係るバックアップ機

　能

⑤　コードは、原則として市町村の区域を越えた住所の異動を行った場

合においても変わらないものとするが、コードの利用に関連して、本

人が不利益を受ける事態が生じる等の正当な理由がある場合には、本

人の請求により一定の手続を経て変更することができるものとすべき

である。この場合においては、事務処理上の整理等のため、センター

　なお、このネットワークシステムが全地方公共団体共同のシステム

であり、また、すべての住民に関わる’システムであることを踏まえ、

全国単位センターには、ネットワークシステム全体の運用の在り方等

に関し、必要に応じて建議等を行う有識者等を構成員とする審議組織

を設けるべきである。

においてコードの履歴を記録する必要がある。

⑥コードーについて適切な法律上の保護措置を講じることができるよう

　にするため、これを住民基本台帳法に位置付けるものとする。

4　センターの性格

ネットワークシステムの構築、維持管理を行う事務及びネットワー

1
、
バ

一8一 一9一



クシステムに関しての市町村間の連絡調整、市町村への支援等を行う

事務については、基本的にこれを都道府県の事務とし、この旨を法律

上明確に位置付けるものとする。

　この都道府県の事務を円滑に行うため、各都道府県が都道府県単位

のセンターを設けるものとするとともに、都道府県間の連絡調整等を

行うため、都道府県が共同で、全国単位のセンターを設ける必要があ

るD

　全国単位センターの設置形態としては、例えぱ、一部事務組合、地

方自治法上の協議会、あるいは地方公務員共済組合連合会等の全国的

な組織などが参考になると考えられる。

　また、センターは、その効率的な運営のため、個人情報保護に係る

措置を講じた上で電子計算機処理業務等を他に委託することができる

ものとすべきである。

　以上のように、市町村がその責任において管理する住民基本台帳を

都道府県がバックアップするという構成をとることにより、このネッ

トワークシステムの基本的性格は、国のシステムでは数く、地方公共

団体共同の分散　分権的なシステムとなるものである。

6　センターから他の行政機関への情報提供

7

　4情報及びコードにっいては、全国単位又は都道府県単位のセンタ

ーから・法令上明確な根拠がある場合に限って、その全部又は一部を

他の行政機関へ提供することができるようにすべきである。

　なお、他の行政機関へのデータ提供にっいては、個々の市町村では

なく・センターが対応することとし、市町村の事務の簡素化を図る必

要がある。

　なお、現行の住民基本台帳法（第37条）では、住民基本台帳の閲覧

及び住民票の写し等の交付を除いては、市町村以外の他の行政機関に

対し、個人が特定できる住民基本台帳構報を提供することができない

ため、ネットワークシステムの構築に当たっては、住民基本台帳法の

改正を行うものとする。

置

ネットワークシステムの構築に当たっての技術的な安全性の確保措

5　センターのファイルに保有する情報

　個人情報保護の観点から、ネットワークシステムに関して万全の技

術的なセキュリティ対策を講じる必要がある。主な技術上の安全確保

のための措置としては、以下のようなものが考えられる。　〔図3】

登道府県単位センターのファイルには、4情報及びコードのみを記

録するものとすべきである。

全国単位センターにおいては、都道府県単位センターのバックアッ

プ等を行うため、ファイル内に4情報及びコードを記録するものとす

る。なお、その他にも、コード及び当該コードを有する住民がどの都

道府県、市町村に所属しているかという情報のみを記録するという方

式も考えられる。

①ネットワークに係る措置

　○　各市町村にコミュニケーション・サーパーを設置し、これとセン

　　ターとを結ぶことにより、市町村の住民基本台帳電算システム自体

　　には、外部からいかなるアクセスもできないようにする。

o市町村、都道府県単位センター及び全由単位センタ遊撚通信

　　回線に流れるデータにっいては、暗号化装置により暗号化されるこ

　　ととし・通信回線には・原則として専用回線や高速ディジタル回線

　　を採用する。

σ
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○　このネットワークシステム独自の専用プロトコル（データ通信規

　約）を採用する。

8　市町村をネットワーク化するに当たっての留意点

②ユーザー認証機能に係る措置

　O　ネットワークシステムヘのアクセスが許されているオペレータ（

　　ユーザー）を事前に登録しておき、登録されていないオペレータを

　　拒絶できるようにする。

　○　オペレータを認識するためのパスワードを事前に登録し、端末操

　　作等の際にはパスワードによりオペレータをチェンクすることとす

　　る。

　○　パスワードについて、暗号化等の保護措置を講じる。

③　アクセス制御に関する措置

　O　事前に登録された端末以外の権限のない端末からのアクセスを許

　　さないようなチェックを行う。

　○　プログラムの機能として、権限のない端末、オペ1，／一タからの実

　　行命令（コマンド）を受付けないようにする．

　O　データベースごとにアクセスを許す才ペレータやプログラムの実

　　行を詳細に設定し、権限のないアクセスには応答しないこととする。

　ネットワークの構築に当たっては、市町村の個人情報保護条例との

関係『を検討する必要がある。平成7年4月1日現在で、1，129団体で個人

情報保護条例が制定されているが、そのうち845団体でいわゆるオン

ライン結合の禁止・制限に関する規定が設けられている。

　オンラインの禁止・制限に関する条項を有する団体の中には、他の

団体とのオンライン結合を一切禁止している団体も存在している。し

かしながら、通信回線による情報の伝送機能が現代の情報処理技術で

は不可欠とされていること、地方公共団体における個人情報保護技術

の水準も向上してきていること等から、オンライノ結合に対する社会

的な考え方も徐々に変わってきているところである。

　このネットワークシステムの構築に当たっては、オンライン結合の

一律禁止の緩和についての従来からの助言等を引き続き行うとともに、

個人情報保護に十分に配慮しっっ、住民基本台帳法にこのネットワー

クシステムを位置付けることにより対応することが適当である。

④セキュリティ監視に係る措置

　○　全国単位センター及び都道府県単位センターにおいては、ネット

　　ワークシステムに対するアクセスの状態にっいて以下のような厳格

　　な常時監視システムを設置する・

　　　　データベース等へのアクセス状態を監視する責任者

　　　　データペース等へのアクセス状態を表示・把握する機能

　　　　権限のないアクセスが検出された場合、アクセスしているコン

　　　ピュータ、端末等の情報を監視責任者に通知できる機能

　　　　データベース等へのアクセスに関する記録（アクセス・ログ）

　　　を保存し、それを定期的にチェックする機能

9　ネットワークシステムに関する相談・苦情処理等

　ネットワークシステムの導入については、すべての住民に開わる新

しい制度でもあり、また、このネットワークシステムが4情報という

基本的な住民情報を取り扱うものであることから、ネットワークシス

テムの運用開始後、住民からさまざまな相談や苦情が寄せられること

を想定する必要がある。

　このため、全国単位センタ．一及び都道府県単位センターにおいては』

このネットワークシステムの運用に係る相談・苦惰処理等を行うため、

必要な体制の整備を行うこととすべきである。

＿為
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　叛お、ネットワークシステムに関するさまざまな相談・苦情にっい

ては、まず第一次的には、市町村の窓口において処理される必要があ

るが、ネットワークシステムからのデータ提供の在り方等システム全

体に関す1る事項や、都道府県又は全国単位のセンターのファイルに記

録されている自己’データの開示等の請求にっいては、都道府県又は全

国単位のセンターにこれを申し出ることとし、これに関する苦屑処理

にっいては、外部の第三者等を加えた審議絹職を設置することが適当

である。

第4　住民基本台帳カード

住民基本台帳カードの基本的な考え方

　住民がネットワークシステムを利用して、より積極的に行政サービ

スを受けることができるようにするため、市町村は、全国共通様式の

住民基本台帳カード（以下「カード」という。）を発行するものとす

る。　［図4】

　カードの発行にっいては・法律上の根拠を設けることが適当である。

2　カードの発行

（1）発行対象者

　　すべての住民にっいて一律にカードを発行することにっいては、カ

　ードを必要としない者にっいてまでカード管理の負担を負わせること

　となる等の課題があるため、カードは、自ら申請した者にのみ発行さ

　れることとする、

（2）発行主体

　　このカードは、住民に身近な行政主体であり、

　ある市町村が発行するものとする。

コードの設定主体で

3　カードの在り方

（1）カードのデーダ記憶媒体

　　カードの偽造防止等のため・カードのデータ記憶媒体は、CPU（

　中央演算処理装置）により内部のデータを暗号化できること等の観点

　から、IC（集積回路）によることが適当である。

c（㍉
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第5　制度の利用分野

（2）カード内ICの記憶情報

　　カード内のI　Cには、基本的には4情報及びコードを記憶するもの

　とし、オフライン（ネットワークシステムにアクセスを行わない）に

　よる本人確認等にっいても対応できることとする。

　　さらに、分権時代に対応し、各市町村がカードを利用して独自の行

　政を展開できるようにするため、市町村の条例及び本入の選択により、

　市町村が4情報以外の情報を記億させて高度な住民サービスに活用で

　きるものとすることが適当である。

（3）カード表面の記載事項

　　カードの褒面には、基本的には、氏名、発行者のみを記載するもの

　とするが、住所、写真、コード等の記載にっいては、複数の様式（ヴ

　ァージョン）を選択することができるような制度の是非にっいても検

　討する必要がある。

1　制度の利用についての基本的な考え方

　このネットワークシステムは、住民基本台帳を・基礎として構築され

た、全国規模で4情報を検索・提供するシステム（4清報システム）

である。

　このネットワークシステムは、将来的には、適切なサービスの供給

が要請されるようなさまざまな行政分野において利用されることが考

えられるところであるが、まず何よりも、この制度の基本的な目的で

ある住民基本台帳事務の効率化　広域化による住民サービスの向上に

大きく資することとなる。また、あわせて、法令上明確な根拠を置く

ことにより利用が可能となる分野としては、以下のようなものが想定

される。

（4）カードの更新等

　　カードは、原則どして無期限に使用できるものとするが、使用頻度

　が高い場合等において物理的な耐用年数上問題がある場合等に再発行

　を行うこととするとともに、写真等を表面記載事項とする様式一（ヴァ

　ージョン）を選択した場合には、一定期間ごとのカード更新を行うこ

　ととすることが適当である。

2　住民基本台帳事務の効率化・広域化

（1）転入・転出事務の簡素化・合理化

　　現在、全国で年闇約460万件（平成6年度末）の転入転出が行われて

　いるが、ネットワークシステムの利用により、窓口における住民の届

　出手続や転入・転出事務を大幅に簡素化・合理化することが可能とな

　り・住民サービスの向上及び窓口事務の効率化に大きく資することと

　なる。

　　なお、ネットワークシステムにより転入・転出事務を行う場合には、

　センターへの照会によりコードの所属市町村を特定した上で・市町村

　どうしが一対一対応でネットワークシステ．ムを活用して当該住民に係

　る必要な住民基本台帳記録情報を交換できるようにする必要がある。

　この場合においては、センターのファイルには4情報以外の脩報は記

　録されないものとする必要がある。

．）
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（2）瓜域的な住民票の写し等の交付

　　市町村の区域を越えた広域的な庄民票の写し等の交付が可能となる。

　具体的には、他の都道府県からの通勤・通学者が・職場や学校等の最

　寄りの市町村等において住民票記載事項証明を受けることもできるよ

　うになる。

（3）行政手続における住民票の写し等の添付の省略

　　現在の住民基本台帳は、住民票の写し等の交付や閲覧等を通じて他

　の行政分野の基礎となっているが、この行政機関に対する住民票の写

　し等の交付や行政機関による閲覧等に係る事務の効率化という観点等

　から、ネットワークシステムの活用を図る二とができる・ネットワー

　クシステムを通じて他の行政機関に情報を提供することにより・将来

　的には、住所等を確認するため住民票の写し等の提出を要求している

　行政手続において、住民票の写し等の提出を省略することができるよ

　うになる可能陸がある。この結果、住民基本台帳に係る市町村の窓口

　事務を簡素化することができるようになるとともに、住民の利便性の

　増進に資するものとなる。

　　これにより、市町村における年問約8，和O万件〔平成6年度末）にの

　ぼる住民票の写し等の交付事務の一定の部分を省略する二とができる

　可能性があり、市町村の窓口事務の効率化．住民の煩雑さの解消に資

　することが期待される。

（4）転出後短期聞のうちに当該市町村へ再び輯入してきた者（再転入者）

　の正確な把握

　　市町村へ短期間のうちに再転入してきた者が存在する場合，これを

　的確に特定することにより、事務処理上の混乱を避けることができ、

　市町村行政の一層の正確性の確保、行政運営の効率化に資することと

　なる。

一18一

（5）災害時等における住民基本台帳電算システムの補完

　　災害時等、なんらかの原因により市町村の住民基本台帳電算システ

　ムが稼働しなくなった場含には、ネットワークシステムを活用した4

　情報による一定のバックアップが可能となる。　【図5〕

3　他の行政搬関等における本人確認事務等への利用

　ネットワークシステムの活用により、一つの市町村の区域を越えた

本人確認が可能となることから、住民基本台帳事務以外の行政分野に

おける行政サービスの効率化、広域化が可能となる。

　その前提として、利用できる行政分野を法律上厳密に規定するとと

もに、利用を行う行政分野においても、厳格な欄人構報保護措置を法

律上講じた上で使用することとすべきである．

　なお、先に述べたように都道府県は、住民基本台帳法に基づきネッ

トワークシステムに係る連絡調整等を担当する二ととなるが、都道府

県の個溺行政分野に活用する場合においても、法令による明確な規定

を置くことが適当である。

（1）行政機関における本人確認事務の効率化

　　将来的には、法令上の根拠を有する行政機関において、本人確認を

　容易に行い、効率的な行政サービスを提供することが期待される。

　　以下、店用できる可能性のある行政サービスのイメージを示すこと

　とする，

（例）

O選挙の際の本人確認　　【図6】

　現在、投票所における本人確認は、投票所入場券を提示させたり、

口頭で住所や生年月日を確認したりするなどした上で、選挙人名簿と

対照することにより行われているが、カードを活用する二とで、より
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簡易・迅速な本人確認が可能となり、選挙執行の際の事務の効率化に

資．することとなる。

　ま、た、多額の費用を要することや、セキュリティ対策等、さらに検

討する必要があるが、将来的には、指定された投票所だけでなく・端

末機器の設置により複数の場所でも投票できるシステムの導入が検討

される場合にも活用できる可能性がある。

○災薯時・緊急時等の本人確認　　【図7】

　災害時等において、住民が市町村や都道府県等の窓口で自己のコー

ドを申告することやカードを提示することにより・簡易・迅速な本人

確認を行い、早期に安否の確認を行うことが可能となる。

　また、災害時や急な発病等の際に、傷病者等が本人の選択によりカ

ードを所持している場合には、そのカードを読みとることにより、迅

速に身元等の確認ができる可能性がある。

　さらに、ネットワークシステムを通じてセンター等から必要な清報

を提供することにより、援助物資等の提供やポランティアの配置等に

っいて、より迅速かっきめ細や寿な対応ができるようになる可能性が

ある。

O旅券の交付の際の本人確認　　【図8】

　現在、一般旅券の発給に際しては・申請者が確かに本人であること

及び申請者が申請書に記載ざれた住所又は居所に居住していることを

確認するため、以下のように原則として、2回窓口に出向くという手

続がとられている。

ア　まず、発給申請に当たり、申請者は、自分の氏名・住所を正当な

　あて名として記載した郵便はがきを・旅券窓口に出向き・都道府県

　知事に提出する。
イ　都道府県知事は、提出された郵便はがきを申請者に発送する。

ウ　申請者は、都道府県知事から郵送されたはがき蔑芦参して再度窓

　口に出向き、旅券を受領する。
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　将来的には、旅券窓口の端末からこのネットワークシステムにアク

セスし、情報提供を受けることにより、現住所確認等のため本人が郵

便はがきを持参して再度窓口に出向く必要がなくなり、1回の手続で

一般旅券の発給を受けることができるようになる可能性がある。

○公共サービスの広域的な利用の際の本人確認　　〔図9】

　公共サービスの広域的な利用に係る関係市町村の合意がある場合に

おいては、スポーツ施設等不特定多数の者が利用する公共施設の利用

や図書館の図書貸出し等にっいて、このネットワークシステムを活用

することにより・施設所在市町村の窓口等へ出向かなくとも・最寄り

の市町村の窓口においても利用の予約が可能となる、この結果、公共

サービスの広域的な利用が促進されることとなり、公共施設等の一層

の有効活用に資するとともに、地域の広域的な連携を促進することと

なる。

（2）行政手続における住民票の写し等の添付の省略

　　先に述べた、行政機関に対する住民票の写し等の交付や閲覧等に係

　る事務の効率化等の観点からのネットワークシステムの活用の結果、

　将来的には、他の行政分野におけるさらなる手続の簡素化が可能とな

　る・すなわち、住所等を確認するため、住民票の写し等の提出を要求

　している行政手続において、ネットワークに行政機関がアクセスした

　り、カードのオフラインによる読み取りを行ったりすることにより、

　住民票の写し等の提出を省略することができるようになる可能性があ

　る。

　　これにより、住民が複数の行政機関の窓ロに足を運ぶという手間が

　省略できるようになるとともに、他の行政機関もペーパーレスで住所

　情報の処理ができることとなり、大幅に事務処理を簡略化することが

　できる。

（例）
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○運転免許証の申請 住所変更

○各種事業の免許の申請

○各種給｛寸の申請

（3）公的年金等の受給者に係る現況確認事務の省略　　〔図10】

　　現在、公的年金の支給に当たり年金受給者の生存を確認するため、

　約3，00D万人（平成6年度末）にのぼる公的年金の受給者については、

　毎年1回受給者の誕生月等にいわゆる「現況届」を行うこととされて

　いる．。この現況届に係る手続は、以下のようなものとなっている。

　ア　社会保険庁から受給者のもとへr現況届」用紙（はがき〉が送付

　　される。

　イ　受給者は、現況届用紙に氏名、住所、生年月日等の必要事項を記

　　入し、市町村の窓口へ持参する。

　ウ　市町村長は、当該内容が住民票に記載されている旨の証明を行うー

　　（はがきに証明印を押す）。

　工　受給者は、証明済みの届出書（はがき）を社会保険庁等へ返送す

　　る9

　　この現況確認事務については、高齢者等が窓口に出向き自ら手続を

　行わなければならないという不便さ、市町村の証明を受けるための手

　数料の負担、市町村の窓口事務の煩雑さ等の問題点が指摘されており、

　手続の簡素化を求める声がある。

　　このネットワークシステムからコードをキーとして情報を提供する

　ことにより、公的年金等の受給権者に係るこのような現況確認事務を

　不要とすることが可能となり、年金受給者の負担軽減ぐ行政運営の簡

　素化　効率化に資することとなる。

（4）納税者番号制度への活用

　　政府税制調査会をはじめ各方面の議論等を踏まえて　将来的に納税

　者番号制度が導入されることとなる場合においては、このネットワー

　クシステムを活用することが可能となる。

ト1
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4　その他カードの活用が想定される場面

　カードを役所等の窓口に提示することにより、さまざまな申請手続

等を簡素化するとともに、窓口業務を効率化すること渉可能となる。

　また、カード内のI　Cの記億領域について市町村独自の活用の余地

を認めることにより行政サービスについての様々な利用が可能となり、

住民の利便性が向上する。

　ネットワークシステムに加えて、このようなカードを全国の市町村

が共通の様式で整備することにより、市町村の行政サービスを高度情

報化社会に対応したものとしていく共通の基盤がさらに整備されるこ

ととなる。

　さらに・本人が・カードの衷面に4情報、写真、コード等を記載す

る様式を選択した場合には、このカードをID（いわゆる身分証明）

カードとして活用することが可能となる。

　なお・IDカードとしての在り方については、さらに幅広い観点か

ら検討していくことが適当である。

　カードの主な活用例としては以下のようなものが考えられる。

①役所等の窓口にカードを提示し、カード内の4情報を読み取ること

　により・さまざまな申請手続において本人が申請書の記載等を行う手

　問を省略することができる．

②カード内に4情報を記録することにより、ネットワークシステムヘ

　のアクセスができない場合にも、オフラインによる本人確認が可能と

　なる。

③市町村の条例等及び本人の選択により、カード内ICに4情報以外

　の情報を記録することにより、このカードを利用した総合的な行政サ
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一ビスが可能となる。

④自分が誰であるかを公的かっ簡便に証明したいという意向を有する

　者については、本人の選択により、IDカードとしての活用が可能と

　なる．

セ

第6　個人惰報の保護に係る措置

個人情報の保護に関する基本的な考え方

　ネットワークシステムの導入に当たっては、個入晴報の適切な保護

が最も重要な課題の一っであるが、これにっいては、諸外国の事例等

を踏まえるとともに、我が国における個人情報保護制度の現状を分析

した上で、個人情報の保護にっいての万全の措置を講じる必要がある。

2　諸外国における本人確認システムと個人情報保護措置

（1）諸外国における制度の概要

　　諸外国においては、各国の文化的・歴史的背景に応じて、さまざま

　な形態の全国的な本人確認システムが構築されている。諸外国におけ

　る制度の類型としては、大別して以下の3方式があるといわれている。

　アメリカ合衆国、カナダ等においては、社会保障等の行政分野で利

用されている番号を他の行政分野で利用するという方式（いわゆる「

アメリカ方式」）が採用されている。

　スウェーデン、デンマーク等の北欧諸国、フランス、韓国、シンガ

ポール等においては、住民登録制度等を基礎として制度を構築し、こ

の番号を他の行政分野で活用するという方式（いわゆるr北欧方式」）

が採用されている。

　オーストラリア、イタリア等においては’、税務当局が納税事務に利

用することを目的として番号を設定するという方式（いわゆる「オー

ストラリア　イタリア方式」）が採用されている。

1＼J
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　上記の3方式の代衷的な例として、アメリカ合衆国、スウェーデン

及びオーストラリアにおける制度について見ると、その概要は以下の

ようなものとなっている。

①アメリカ合衆国

　　アメリカ合衆国における共通的な番号である桂会保障番号（SOClal

　Securlty　Nu旧ber，以下「SSNjという。）は、老齢年金等に係る

　給付金算定の基礎となる個人の賃金及び給付金の支払いを管理するた

　めに’導入された。

　　根拠法である社会保障法は、1935年に制定され、翌年、最初のSS

　Nが発行された。SSNを利用した管理業務が実施されたのは、1937

　年からである。

　　現在、SSNは、税務、選挙人登録、運転免許証、各種の助成金交

　付事務等の行政分野においても幅広く利用されている。

②　スウェーデン

　　スウェーデンにおける共通的な番号である住民登録番号（Personal

　ldenUty　Number，以下「PIN1という。）は、住民登録制度を基

　礎としている。スウェーデンにおいては、教区民の把握のため、17世

　紀よりスウェーデン国教会が住民登録制度を所管していた。

　　1946年には、住民登録を基礎としたP　INが導入されたが、当初は

　機械化されていなかった。1968年からは・住民登録にEDP（Electr

　omc　Data　Processmg）システムが導入され、コンピュータ化が行わ

　れた。また、、1991年からは、住民登録制度の所管が國家租税委員会へ

　移った。

　　現在、P　I　Nは、税務、社会保障給付の管理、国勢調査等の諸統計

　等の行政分野において幅広く利用されている。

③オーストラリア
　　オーストラリアにおいて納税者番号（Tax　File　Nu曲er，以下「TF
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N」という。）は、1988年税法改正法に基づき導入された（1989年よ

り施行）。制度導入の目的は、所得税に係る所得の効率的な把握と脱

税の防止にあった。なお、納税者がその課税取引に当たって、金融機

関等に番号を告知することは必ずしも義務付けられてはおらず、告知

しな・い場合には・最高税率による源泉徴収が適用されることとなって

いる。

　現在・TFNは・社会保障給付の管理に関しても利用されるに至っ

ており、共通化している。

（2）諸外国の制度における個人情報保護措置

　　同一の番号を複数の行政分野で利用している上記の諸外国において

　は、それぞれの制度の根拠となる法律や、個人肩報保護等に関する一

　般法において、後述するOECD理事会勧告8原則等に準じた保護措

　置が講じられている。

　　諸外国における保護措置を概観してみると、まず、行政機関に対す

　る措置としては・各国によって措置の内容は異なっているが、データ

　収集に当たっては本人の同意又は法令上の根拠が必要とされる等のデ

　ータ収集の制限に関する措置・法令等の根拠を有する場合に限定して

　データ提供を行うことができるとする等のデータの利用提供の制限に

　関する措置、データ内容の正確性の確保に関する措置、自己データの

　開示講求・訂正等に開する措置等が講じられていることが多い。また、

　復数のファイルにおける個人情報を結合して比較照合するといういわ

　ゆるデータ・マッチングの規制に開する措置が講じられている場合も

　ある・なお・諸外国においては・基本的に以上のような措置を法令に

　基づいて講じている。

　　民間機関による番号等の利用に係る措置としては、各国で対応が異

　なっており・アメリカ合衆国、カナダ等で・冠比較的自由にその利用が

　認められている。また、スウェーデン等では、一定の手続を経た上で

　の幅広い利用が認められている。一方、オーストラリアでは、原則と

　して民間機関による利用が認められていない。その概要は以下のとお
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りである。

①　アメリカ合衆国

　　民間機関へのデータ提供にっいては、原則として本人の同意が必要

　であり、SSNの不正利用には罰則が規定されている。一方、民間機

　関がSSNの提示を求めること及びSSNを基にデータベースを構築

　すること等にっいては特に規制されていない。

②ス．ウェーデン

　　外部へのデータ提供を目的としたスウェーデン人口住所フ7イルを

　管理する機関（SPAR）が設けられており、SPARから民間機関

　等に対しても比較的緩やかにデータ提供が行われている。また、P　I

　Nの提示を求めることにっいては特段の規制が行われていないが、P

　INを基に筏間機関がデータベースを構築することにっいては、公的

　機関と同様の一定の手続等に係る規制が行われている。また、データ

　の不正利用や違法なファイル設置にっいて罰則やファイル没収等が規

　定されている。

③オーストラリア

　　民間機関には原則としてデータ提供を行わないものとされており、

　また、税法等に基づく権限を有する民間機関以外の者がTFNの提示

　を要求することやTFNを利用することは禁止されている。さらに、

　、これらの禁止に対する罰則等が規定されている。

国独自のものとなるものと考える。

3　0ECD理事会勧告8原則について

　陪70年代に本格化した国際データ通信は、国民のデータが他国で処

理されるという状況を生み出し・個人情報保護問題にっいての国際的

な取組の必要性を生じさせた。

　各国が個々に法律や規制を制定することが国際的なデータ流通に困

難な問題をもたらすとの認識から・個人情報の処理に関し、OECD

（経済協力醗騰）加盟馴こよって採られるべき原則及び加盟国聞

の協力の方法にっいて総論的な検討力｛行われることとなった。

　1980年9月にOECDにおいて、「プライパシー保護と個人データの

国際流通にっいてのガイドラインに関する理事会勧制が採択された．

このガイドラインにおいて示された諸原則が、いわゆる「OECD理

事会勧告8原則」である。

　具体的には、収集制限の原則、データ内容の原則、目的明確化の原

則、利用制限の原則、安全保護の原則、公開の原則、個人参加の原則

及び貴任の原則の8っの原則であるとされている。

　この勧告は、条約のように法的拘束力を有するものではないが、国

内法において考慮すべき原則として掲げられているものであり、個人

情報のための国際的な基準とされているものである。

トノ
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　我が国において、これから構築しようとする住民基本台帳ネットワ

ークシステムにっいては、住民基本台帳制度に基礎を置いているとい

う点からは、北欧方式に近い制度であるとも考えられるが、後述する

ようなコンピ議一タ社会に対応した厳格な個人情報保護措置を講じる

こととしていること、特に民間機関の利用に対して厳格な態度をとっ

ていることにかんがみると、オーストラりアの制度に比較的近い我が
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4　「個人情報保護法」及び地方公共団体における個人情報保護条例の

　概要

（1）　「個人情報保護法」について

　　個人情報保護に関する国際的な流れ等を踏まえ、我が国においても、

　昭和63年12月に「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報

一29一



lJ

の保護に関する法律」　（昭和63年法律第95号。以下「個人情報保護法j

ξいう。）が制定されている。

　個人情報保護法は、その規制対象を公的部門に限定しており、公的

部門の中でも国の行政機関の保有する個人清報のみを直接の規制対象

としている。

　個人情報保護法は、個人情報保有者に対する規制として、燗人情報

ファイルの保有、個人情報の収集・保有の制限、個人情報の利用及び

提供の制限、個人情報の安全・正確性等の確保措置、個人情報ファイ

ルの公示、個人憤報の電子計算機．処理等に従事する者の貴務その他の

措置にっいての規定を設けている。また、個人の権利として、

関する個人情報の開示請求等にっいての規定を設けている。

自己に

（2）個人情報保護条例の制定状況について

　　地方公共団体における個人情報保護条例の制定状況としては　まず、

　市町村レベルでは国に先駆けて、すでに昭和50年に制度化が行われて

　おり、以後条例制定は拡大している。また、都道府県においても平成

　2年に初めて制度化が行われて以降、条例制定は拡大しており、平成7

　年4月1日現在での個人情報保護条例の制定団体は、1，田9団体（M都道

　府県、23特別区、1，085市町村、7一部事務組合）とな’っている。

　　条例の規定内容としては、公的部門における電子計算機処理に係る

　個人慣報を対象としている団体が多いが、近年、民間部門の保有する

　個人情報や手作業処理に係る個人情報も対象とする団体が増加してい

　る。また、個人情報の記録、利用・提供、維持管理に関する規制や自

　己情報の開示、訂正等にっいて定めている団体が多く、各地方公共団

　体が地域の実情に応じた形で保護措置を講じている。

（3）ネットワークシステム構築に当たっての個人情報に係る法的保護措

　置の必要性

　　以上のように地方公共団体にっいては、個人清報保護法の直接適用

　の対象外とされており、また、．個人憶報保護条例の制定状況もかなり
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拡大してはいるものの・依然として条例未制定の団体も多い。

したがって、このネットワリシステムを構築するに当たっては、

住民基本台帳法等の法律で住民基本台帳屑報の保護に係る独自の個人

情報保護措置を講じる必要がある。

5　ネットワークシステムの構築に当たって必要な個人情報保護措置

このネットワークシステムにっいては、基本的にOECD理事会勧

告8原則を前提と 今日的な課題にも対応できるよう、

の事項について法令上及び技術上万全の保護措置を講じるべきである。

具体的にはおおむね以下のような措置を講じるべきである。　（なお、

各項目の最後のかっこ書きの部分は、対応するOECD理事会勧告8

原則を表している。）

（1）ネットワークシステムに係る保護措置

①住民の広範な個人情報が一カ所に集中されるような事態を回避する

ため・センターのファイルに記録することのできるデータは、氏名、

住所・性別及び生年月日の4憶報並びにコードに限定すべきである。

（収集制限の原則、公開の原則）

②ネットワークシステムからデータが無制限に提供されないようにす

　るとともに、住民に知らされないところでデータが利用されないよう

　にするため、ネットワークシステムからデータの提供を受けることが

　できる場合及びデータの提供を受けた行政機関における提供データの

　利用目的について明示すべきである。

　（目的明確化の原則、利用制限の原則、公駒の願1∫）

③　ネットワークシステムから提供されたデータが無制限に利用されな

　いようにするため、データ提供を受けた行政機関は、明示された利用
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目的以外には提供データを利用できないものとすべきである。

（目的明確化の原則、利用制限の原則、公開の原則）

④ネットワークシステムからデータが流出しないようにするため、法

　令上の権限を有する者以外の者は、ネットワークシステムにアクセス

　することができないものとすべきである・

　（安全保護の原則〉

⑤　セシターの業務に従事する者に対して・業務上知り得た個人情報に

　ついての適切な取扱いを義務付けることとすべきである・なお・ネッ

　トワークシステムが取り扱う情報が、コンピュータにより集積・処理

　される個人情報であることにかんがみ、国家公務員法や地方公務員法

　の守秘義務より加重した守秘義務を課す必要があると考える。

　（安全保護の原則．責任の原則）

⑥　センターにおいては、記録したデータの漏えい・滅失・殿損の防止

　その池の個入清報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとす

　る．特にネットワークシステムヘの違法なアクセスの防止のため・憲

切な技術上の保護措置（例薄用回線の利風通信データの暗号化・

　パスワード等による端末操作者の認証チェック、ネットワークシステ

　ムヘのアクセス監視）を講じるものとすべきである8

　　（安全保護の原則〉

⑦センターは、その電子計算機処理業務等を外部に委託することがで

　きるものであるが、その際にもデータが適切に維持管理されるように、

　センターからデータの電子計算機処理等の委託を受けた者が、当該受

　託業務を行う場合にっいても、⑤と同様の安全確保義務を課すものと

　すべきである『。

　（安全保護の原則、貴任の原則〉
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⑧センターのファイルに保有されるデータが陳腐化した結果、誤った

　データ等に基づいた行政活動が行われないようにするため、センター

　のファイルに保有されるデータについては、市町村の住民基本台帳の

　記録に基づき、オンライン等により速やかに更新されること等により、

　最新性　正確性が確保されるものとすべきである。

　（デー一タ内容の原則）

⑨ネットワークシステムから提供されたデータを基に各種のデータベ

　ースが自由に結合されることにより生ずるプライパシー侵害の懸念を

　払拭するため、住民基本台帳情報の適正管理という観点から、ネット

　ワークシステムからコード等のデータ提供を受けた行政機関は、当該

　データを基礎として構築するデータベースと他のデータベースとを電

　子計算機処埋により結合（いわゆるデータ・マッチング）してはなら

　ないこと一とすべきである。

⑩センダーのファイルに保有されている自己のデータの内容について

　本人に知る機会を与え、その正確性等を確保するため、センターに対

　し、住民が自己のデータにっいての閲覧・開示を請求することができ

　るものとすべきである。

　　また、自己のデータ内容が誤っていた場合等において、当該データ

　の訂正を申し出ることがでぎるものとすべきである。

　（個人参加の原則〉

⑪　センターに保有されている自己のデータの利用　提供、闇示等に関

　する苦情や各種の相談・照会等に応じ、その解決を図るため、センタ

　ーに相談・苦情処理等に関する審議組織を誤けるなどにより、適切な

　処理を行うこととすべきである。

　（個人参加の原則）

（2）民間部門の利用規制に係る措置
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　このネットワークシステムは、公的部門の高度情報化のための基盤

整備として導入されるものであり、センターのフプイルに保有される
F
デ ータ　（4情報及びコード）にっいては／、基本的には、民間機関によ

る利用を想定していないものである。

　また、民間機関がコードを基礎としたデータベースを自由に構築す

ることにっいては、これを認めた場合の一定のメリットを指摘する考

え方もあり得るが、一方で、個人の私生活に関わる個人情報が本人の

知らないところで自由に結合され、個人のプライパシーが侵害される

おそれがあるとも考えられる。

　したがザて、民悶部門におけるデータベースの在り方にっいては、

別途必要な議論が行われ、社会的なコンセンサスが形，成される必要が

ある。このようなコンセンサスが形成されて、民間のデータベースの

在り方にっいての評価が行われないままに、このネットワークシステ

ムを民間機関が自由に活周することにっいては、容認すべきではない

ものと考える。

　このような観点から、以下のような措置を講じるとととすべきであ

る。

①法令上の根拠を有する行政機関以外の者には、ネットワークシステ

　ムからのデータ提供を行わないものとし、原則として、民問機関には

　データ提供を行わないものとする。

　（目的明確化の原則、利用制限の原則、公開の原則）

②民間機関がデータベースを構築する等の目的で、個人に対しコード

　の提供を強制することとならないようにするため、法令上の権限を有

　する者以外の者は、取引の条件等として、コードの提示を求めてはな

　らないものとする。

　（収集制限の原則）

③　民閲機関が、コードを基礎として自由にデータベースを構築するこ
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ととならないようにするため、法令上の権限を有する者以外の者が、

コードを基礎としてデータペースを構築してはならないものとする。

（収集制限の原則〉

（3）コ、一ドの体系に係る措置

①コードから一見して個人情報等が判明しないようにするため、コー

　ド自体からは、本人の氏名、住所、性別、生年月日及びコードを設定

　した市町村が判別できないようにすべきである。

②コードは、原則として市町村を越えた住所の異動を行った場合にお

　いても変わらないものとするが、コードの利用に関連して本人が不利

　益を受ける事態が生じる等の正当な理由がある場合には、本人の請求

　により、一定の手続を経て、コードを変更することができるものとす

　べきである。

（4）カードに係る保護措置

①すべての住民にっいて一律にカードを発行することにっいては、カ

　ードを必要としない者にっいてまでカード管理の負担を負わせること

　となる等の課題があるため、カードは、自ら申請した者にのみ発行さ

　れることとすべきである。

②カード内のデータの適切な保護、カードの偽造防止等のため、カー

　ドは、正Cカードとし、内部のデータは暗号化されるものとすべきで

　ある。

③　カード表面に記載されたデータの適切な保護を図るため、カードの

　褒面には、基本的には、氏名、発行者のみ1を記載するものとするが、

　それ以外の記載事項の選択にっいては、本人の申請によるものとする

　制度の是非にっいても検討すべきである。
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④カードは、原則として無期限に使用できるものとするが、使思頻度

　．が高い場合等において物理的な耐用年数上聞題がある場合等に再発行

　を行うこととするとどもに、写真等を衷面記載事項とする様式（ヴァ

　ージョン）を選択した場合には、一定期間ごとにカードの更新を行う

　こととすべきである。

⑤　その他、必要な技術的保護措置を講じるものとすべきである。

（5）その他

　　以上の個人情報保護措置の実効性を担保するため、罰則等を含めた

　必要な法的措置及び技術的措置を講じるものとすべきである。

第7　今後の検討について

　以上のような検討により当研究会としては、21世紀を目前にした現

在・地方公共団体を結ぶ、住民基本台帳を基礎とした新しいネットワ

ークシステムの導入が検討されるべき時期にきているものと考える。

このネットワークシステムは、今後の高度情報化社会や高齢社会、地

方分権の流れに対応していくとともに、全国的な住民の移動や交流が

一般化し、地域間の交流や連携も活発に展開されているという状況の

下での住民サービスの質的向上と行政の簡素効率化に寄与することが

期待される。

　住民基本台帳制度を所管している自治省においては、今後、このネ

ットワークシステムの導入や運用の主体となる地方公共団体をはじめ

各方面における論議を経て、その導入に向けて、住民基本台帳法の改

正等を中心とした所要の法制的検討を進めるとともに、セキュリティ

対策等を含めた技術的な検討を行い、このネットワークシステムの早

期の導入を図るべきである。

ミ．、）
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図4　住民塾本台帳カードの様式のイメージ
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図5　災害時等において市町村の住民基本台帳電算システム

　　　が稼働しないときの補兜のイメージ
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　4慌報に基づくA市の簡易な行政サービスを実施

②コミュニケーション・サーパーを通じてセンターにアクセスし，行政サービスに必要な4
　情報をセンターに要求

③　センターは・要求さ九た個人に係る4情報を要求元の市町村に送信し、本人確認

④申請のあった証明轡（住民票の写し等）の発行などの行政サーピスを4情報に基づき実

　施
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図6　市町村内任意の投票所における投票のイメージ
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投票所の受付窓口で佐民菟本台帳カード（禽国共通様式）を提示し、本人確認

住民基本台帳コードによる選挙人名簿情報の検索
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図7　緊急時等の安否確認のイメージ
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【安否の確寵】

①　身近な出先代行磯関（例：小学披等の避難施設等）に安否通知のため、庄民基本台娠カー

　ドを堤示

②カード読取装置により、圃人の安否情報をセンターに通知伝送

③　市町村の消防局などから個人別の安否情報の要求

④要求された個人の安否情報の提供

〔連絡先の把渥1

⑤　負傷者など特定個人に関し住民基本台帳カードにより住民基本台帳コードの読み取り

⑥本人確隠のための庄民基本台帳コードの通知
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図8　他の行政機関等における本人確認のイメージ
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図9　公共サービスの広域的な利用のイメージ
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図10　年金業務における現況確認手続の簡素化のイメージ
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O平成7年5月22日

9平成7年7月20日

○平成7年8月25日

O平成7年9月18日

○平成7年10月17日

○平成7年10月3D日

O平成7年、1月22日

研究会審議日程

第1回研究会

（繕事）・スケジ耳一ル及び今後の進め方にっいて

　　　　ブライノてシー【こついて

第2回研究会

（繕事）・ネットワークのシステムについて

　　　　　ネットワークシステムとブラィバシーの関連場面に

　　　　　ついて

　　　　　住民基本台帳番号（仮称）の利用分野について

第3回研究会

（講事）　千葉県船橋市現地蝸査

第4回研究会

　（講事）　第3回研究会（船矯市現地調査）の主なポイント

　　　　　個人悟報保護施策について，

　　　　　民間部門における利用規制について

第5回研究会

　（騒事）・諸外国の番号制度導入の経緯について

　　　　　個人情報保譲対策について

第6回研究会

　（讃事）・ネットワークシステムのあリ方について

　　　　　カードシステムのあり方にっいて

　　　　　個人情報保護のためのセキュリティ対策について

第7回研究会

　（礒事）・ネットワ』クシステムに関して残された主な検討項

　　　　　目にワいて
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○平成8年3月4日

O平成8年3月28日

第8回研究会

（繍事）・ネットワークシステムに関しτ残された主な検討項

　　　　　目について

第9回研究会

（繕亭）・大蔵省、社会保険庁説明

　　　　　報告魯骨子案について

第、o回研究会

（臓箏）　・報告書骨子累について

第11回研究会

　（議事）　・報告書案について

第12回研究会

　（讃翠）　研究会の報告書について
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住民基本台帳制度の概要について

　制度の趣旨

　住民基本台帳制度は、次に揚げる目的を遼成するため，住民に関する正確で統一的な

記録を行うものである．

　O住民票の写しの交付等の方法により、住民の居住関係を公証する．

　O住民に関する各種の行政事務処理の藩礎とする．

　○住民の住所に関する届出等の簡素化を図る．

　O住民に関する紀録の適正な管理を図る．

　○国及び地方公共団体の行政の合理化に資する．

2．対象者

　　日本国籍を有する住民

3．台帳の整備、管理等の主体

　　市（指定都市にあっては区）町村（特別区を含む．）

4，住民基本台帳

　　住民岳本台帳は、個人を単位とずる住民票を世帯ごとに編成したもの．

5　住民票の記載と記載事項

　（1）住民票の記載

　　　住民票の記載、記載の修正、消除は、住民の届出又は市町村長の職権により行われ

　　る．

　（2）主な記載事項

　　O氏名

　　O生年月日

　　○男女の別

　　○住所

　　○世帯主の氏名及び世帯主との続柄

　　Q戸籍の表示

　　○選挙人名簿への登録の有無

　　○国民健康保険の被保険者の資格に関する事項（資絡を取得した日等）

　　○国民年金の被保険者の資格に関する事項（被保険者の種別等）

　　O児童手当の受給資格に関する事項（児童手当の支給を開始した日簿）
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6　住民票の正確性確保のための描置

　　住民票は、住民の居住関係等の公狂制度であり、その記載事項の正確性の確保のため

　に、次のような手続がとられている。

　（1）届出

　　O転入届

　　○転居雇

　　0転出届

　　0世啓賓吏届　　　　　　　　等

　（2）調査

　　　市町村長は、定期に又は必要に応じて、随時、住民票の記載事項について調査を行

　　う．

　（3）市町村間の通知

　　　転入届があった場合や戸範に関する届出を受理Lた場合等には、市町村間において

　　通知を行う，

7，住民基本台帳を基礎として行ラ事務

　　往民藩本台臓は、次に掲げる事務処理の基礎となっている．

　　O選挙
　　○国民健康保験

　　O国民年金
　　○児童手当

　　O住民税

　　0学齢簿

　　○印鑑登録証明

　　O予防接種

　　0生活保譲

　　Oモの他の保健・福祉サービス　　　等
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住民基本台帳制度と戸籍制度との比較

住　民　基　本　台　帳　制　度 戸　　籍　　制　　度

根　斑　法 住民駈本台帳法（昭和42零法律第81号） 戸籍法（昭和22年法律第224号）

主務大臣 自治大罠（ただし．戸簿の附票に蘭ずる率項 法務大臣

は、法務穴臣・自治大臣）

鴇II度の趣旨・ 居住閲係の公征 身分閃係の公庭

自的 各種行政事務の認磯資料

住民の住所に閃†る届出の簡素化

国及び地方公共団体の行政の合理化

事務の種顕 団体事務 機関委任事務

適用対象者 ・国内に住所を有する日本国民 日本国民（外国地にある鳩合畿含む，）

（なお、国内在往の外濁人については，外国人 外国人（婚姻・縁粗等の鳩合に限る，）

登録法が遼用される。》

記鼓事項 氏名 氏名

出生の年月日 出生の年月日

男女の別 ・戸籍に入った原因及び年月日

世帯主についてはその旨、世帯主で准い者につ 実父母の氏名及ぴ実父母との価柄

いては世帯主との縫柄 ・夫婦については，夫又は妻である旨　　　等

戸籍の表示

住民となった年月日

住所及び住所を定めた年月B

・選挙人名簿に旦録されている旨　　　　等

事務管撃者 住所地市町村長（指定都富にあっては区長） 本籍地市町村長（指定祁市にあ7τは区長）

届出の種類 転入届（他市町村からの住所異勤） 出生届　　露知届　　瑛子縁組届

・転居届（同一市町村内における住所累動） 獲子離襟届　　幡姻届　　離婚届

転出届（他市町村への住所異動》 親橘者楯定届　　死亡届　　央踪寛告届

世帯変更届（世帯又は世帯主の蛮更） 国鋒取得届　　転籍届　　　　　　　　　等

事務処理の 全市町村の91．1％（平成7年4月1日） 15市町村が官報によリ告示（平戒7年宋）

電算化率
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住民基本台帳事務の電算化の状況

　平成7年4月1日現在で、3，25ア市区町村のうち91，　1％（2，968団体）、人
口割合【こすれば98，　7％rこおいて、‘主民基本台帳事務が壇算処理されて㌧』
る、

　また、住民基本台帳事務の未電算化団体においても、ほとんどの団体が魁
算化の意向を示しておリ、今後、電算化はさらに進んでいくものと考えられ
る．

　なお、自治省とLても、住民基本台帳事務を含む市町村の行政事務の電算
化を磧極的に推進してきているところである．
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　　51　55　60　元456（注）　電算化率＝電算化している団体数／全市区町村数
　　　数値は各年度の4月1日現在のもの

7
（年度）

〔参考】　人O割合による電算化率

　　　　98，　1％　　　　　吋
　（平成6年4月1日現在）

（注）人口割合一　　　　　てい

　　　98，7％
（平成7年4月1日現在）

　一　㌧　　　　　　　一幽　　　口
に姉翻憾 全市区町村における住民基本台帳人口
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住民票の添付が必要とされる主な行政手続

〔行政一般】

0　遺族補償一時金の請求（人事院規則16－4第1条第3項）、災害捕償の実施に関する審査

　の申立て（同規則13－3第11条第1項等）

○　国の行政機関の保有する自己情報の開示請求に当たって書面の送付を請求する場合（

　行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律施行令第11条）

○　運輯免許の申請（道路交通法施行規則第17条第2項）、運転免許証の記載事項の変更（

　同規則第20条）．安全運転管理者等の雇出（同規則第9条の、1等）

○　讐備’業者の斑定の申緕等（讐備業法施行規則第4条）

○　風俗営業の許可等の申請（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づ

　く許可申請魯の添付書類等に開する総理府令第1条）

○　質屋の許可の申講（質屋営業法施行規則第2条）

0　古物商の許可の申請等（古物営業法施行規則第3条等）

O　指定射撃場の指定の申諸（銃砲刀剣類所持專取締法に基づく指定射撃場の指定に関す

　る総理府令第10条）

〔法務】

0　司法試験第2次試験の出願（司法試験管理委員会の会繕等に関する規則三の（一）の5）

0　司法書士の資格の認定の申請等（司法啓士法施行規則第ア条第2項等）

○　土地家屋鯛査士の資枯の認定の申請等（土地家屋調査士法施行規則第8条第2項等）

〔外務・旅券】

○　一般旅券の発給の申請（旅券法施行規則第2条第、項）

【税謝

○　老人等に係る非課税郵便貯金の申込み（所得税法第9条の2箪2項．罰法施行令第30条の

　9、同法施行規則第3榮の5）

O　老人等に係る非課税貯蓄の申込み（所得税法第lo条第5項、同法施行規則第7条第2項）

○　利子、配当、償還金等の受領者の氏名、住所導の告知（所得税法第224条、同法施行令

　第337条第2項、第339条第8項、第343条、同法施行規則第81条の5等）

○　株式等の醸渡の対価の受領者の氏名、一住所等の告知（所得税法第224条の3、同法施行

　規則第別条の、5、第別条の浦、第m条の17）

○、通関業の許可の申諸（遜開業法施行規則第、粂）

【社会保障】

○　特例退職披保険者の申講（健康保険法施行規則第15条ノ3第2項）　日雇特例破保険者

　手帳の交付の申請（同規則第73条第1項）
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O　障害児養育年董の支給の請求（予防撞種法施行規則第U条の2）

○原子騨被爆者に対する特別手当灘康鯉鞘・保険手当又は介欝当の輯（原
　子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律施行規則第13条等）

○児爵当の受繊格及醗の額についての惚定の言諒（児縣当法施行襯1馴条）

○臆扶養手当の贈蹴及びその額についての齪の淋（児鰍欝当灘そラ棚ll

　第條）
o特別鷺扶爵当の麟蹄及び御額についての齪嫌求（構1臆扶欝購
　の支給に関する法律施行規則第1条〕

o障害児観手当及び糊Il囎者手当の受鞭枯についての齪の淋（囎↓鵬祉手
　当及び特別障害者手当の支給に関する省令第2条及び第15条）

○　引揚者給付金等の支給の請求（引揚者給付金法施行規則第2条）

○引儲に対す硝別交付金の支給の撚（弓開辮1謝する糊1！鮒金の支給1調す

　る法律施行規則第2条）

○戦傷儲輔の交1寸の請求（戦1縮者特別灘法施行規則鋤条）
○　老齢基縫年金、障害者基礎年金．遺族基礎年金。瓢婦年金．死亡一時金の鍬定等の詣

　求（国民年鎌施欄則第、6鱗2∫亘、劉蘇顧・第3縢館3項・第60卿2第ZI眼び

　第51条第2項等）

○老購生輪、囎職験．囎鞘金及び繊厚生年金の裁鷲の言青求（厚生年

　　金保険法施行規則第30条第2項、第44条第2項及ひ第50条第3項等）

○国家公獺共済組合、地方公獺共潮合等碑鍛儲の異轍告等（国家公務鼠
　　等共醐合法施行棚1關14条の42第1項、地方公務員共済組舘施行継第159蘇2項・

　　私立轍繍賦醐含法施行棚ll第2・蘇2項濃繍細職朕醐合法施行規貝O

　　第24条第1項）

〔労働1

0労働叡舗償に係る鵡徽輸の鎚の請粥（蜘者贈構保険法施行規貝11
　第15条の2第3項第4五号等）

○闘保険に係磋本鞘磯儲錨決定の申儲（輪保嚇施行規員1∫第騒等）

［金融等〕

○　貸金業者の登録の申請（貸金業の規制に関する法律施行規則第4条）

○生命購駿構の餅の輔（保鵬集の騰に関する法鶴繍蜘
Q鞭嚥職懸者の許可の畷（特陥権撒麟叡び小賦糠礁都許可
　及び監督に関する省令第4条）

○郵彫鉢係る縮醗鮒けの借入卿込み（贈省に無さ続教韻金の小ロ
鮒け岬齢の鯉及び鮒金の交付に鵬篠旗胤鮒けの輔手統縦定め

　る省令第2条第2項）

〔産業・交通等】

謙灘黙音1鱗辮灘墓灘難　品投　　の
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　許可及び監督に関する省令第4条）

O　電気工事士免状の交付の申請（電気工事士法施行規則第6条）

○　回路配置利用権の登録の申請（回路配置利用権等の登録に関する政令第田条）

○　火薬類製造保安責任者等の試験の出願（火薬類取締法施行規則第78条）

O　鉱業楮の設定の出願（鉱業登録令第、9条の2等）

○　採石藁者の翌録の申請（採石法施行規則第8条第2項）

0　砂利採取業者の登録の申請〔砂利裸取藁者の登躁等に関する規貝ll第2条第2項）

O　中小企業への共済金の貸付けの申請（中小企業倒産防止共済法施行規則第11条第2項）

O特許に関する登録の申請（特許登緑令第35条）

O　自動軍損審賠償保障法に基づく政府に対する損害のてん捕の緕求（自動車揖害賠僕法

　施行規則第27条第2項）

○　タクンー運転者豊録原簿への登緑の申請（タクシー業務適正化臨時措置法施行規則第

　3条第2項）

0　海技從扉者国家試験の申諮、海技従車者が行う登縁申請事項又は海技免状の訂正の申

　請（船舶職員法施行規則第37条第1項、第7条第2項）

○　船員手帳の交付の申講（船員法施行規則第29条第1項）

○　航空機操羅練習許可の申謄（航空法施行規則第67条第2項）

O　旅行業の新規登録又は変更登録の申請（旅行業法施行規則第1条第2項〉

○　ホテルの登録の申請（国畷観光ホテル整備法施行規則第2条第2項〕

○　不動産鑑定士又は不動産鑑定士補の登録の申講（不動産の鑑定評価に関する法律施行

　規貝u第1B条）

○　指定建設業監理技術者資枯証の交付の申請（建設業法施行規則第、7粂の、5）

○　宅地建物取引業の免許の申請（宅地建物取引業法施行撹則第i条の2鯖1項）

○　宅地開発事業計画の認定の申硝（大都市地域における蟹良宅地開発の促進に関する緊

　急搭置法施行規則第3条）

【教育・文化1

0　大学入学資格検定の出願（大堪入学資格険定規程第7条）

○　教育資格認定試験の出願（教育資枯認定試験規程第6条）

○　単芸貝資格認定試験の出臨（博物舘法施行規則第、1条）

O　著作櫓の登録の申請（著作権法施行令第21条）

【環境衛生】

O　外国製遁医薬品等の製造の承認の申請に係る国内管理人（薬事渋施行規則第26条の3第
　2項）

O　産業廃棄物収集運搬業の許可の申請（廃棄物の処理及び済掃に関する法律施行規則第

　9条の2第2項）

0　浄化槽済掃業の許可の申講（原生省関係浄化槽法施行規則第10条第2項）

O　公害健康被害補俣法に基づく患者である旨の認定の申請等（公薯健庚被害の補償等に

　関する法律施行規則第1条等）
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プライバシー保護と個人データの国際

流通についてのガイドラインに関する

理事会勧告

（1980年9月23日採択）

理事会は、

　　1960年12月14日のOECD条約第1（c），3（a）及び5（d）の各項に留意し、加
　盟国は・国内法及ぴ国内政策の相違にもかかわらず．ブライバシーと個人の自由を撮護

　し、かつラライパシーと情報の自由な流通という基本的ではあるが．競合する価値を鯛

　和させることに共通の利害を有すること、個人データの自動処理及ぴ国際流通は、国家

　間の関係に新しい形態を作り上げるとともに、相互に矛庵しない規則と運用の開発を要

　請すること、個人データの国際流通は経済及ぴ社会の発展に貢献すること、プライバシ

　ー保識と個人データの国除流通に係る国内法は、そのような国際疏通を妨げる恐れがあ

　ること、

を認識し、

　　嫌国勘1醐の舳な醐を礎すること及ぴ加盟国間の経済的絵的関係の発展

　に対する不当な障害の創設を回避することを決意し，次のとおり勧告する．

　1　加盟国は、本勧告の主要部分である勧告附属文書のガイドラインに掲げているプラ

　　イバシーと個人の自由の保護に係る原則を、その国内法の中で考慮すること．

　2　加盟国は・ブライパシー保獲の名目で・個人データの国除流通に対する不当な障害

　　を除去・又はそのような障害の創設を回避することに努めること。

　3　加盟国は、勧告附属文宙に掲げられているガィドラインの履行について協力するこ

　　と。

　4　加盟国は・二のガイドラインを適用するために、特別の協議‘協力の手続きについ

　　てできるだけすみやかに同意すること．

第1部　総論

定　　義

勧告附属文書

プライバシー保護と個人データの国際流通

についてのガイドライン

『64一

、　このガイドフインにおいて

　（a）「データ管理者」とは、国内法によって、個人データの内容及ぴ利用に関して決定

　権眼を有する者を意味し、そのようなデータが、管理者又はその代理人によって、収

　　集、貯蔵～もしくは流布されるかどうかは間わない．

　（b）　r個人データ」とは、識別された又は識別されうる個人（データ主体）に関するす

　　べての情報を意味する。

　（c）r；個人データの国際流通」とは国境を越えて、個人データが移動することを意味す

　　るρ

ナyイドラィンσ）適用範囲

2　このガイドラインは、その処理方法又は、その性質もしくは利用の悩況から、プライ

　バシーと個人の自由に対して危険性のある公的又は私的分野の個人データに適用する。

3　このガイドラインは、次のことを妨げるものと解釈されてはならない。

　（a）異なる範ちゅうの個人データに対し、その性質及びその収集、貯蔵、処理及び流布

　　の情況に癒じて、異なる保穫措置を適用すること。

　（b）ブライバシーと個人のデータに対して、明らかにいかなる危険性をも含んでいない

　　個人データについて、ガイドラインの適用を除外すること．

　（c）個人データの自勤処理にっいてのみガイドラインを適用すること。

4　ガイドラインの第2部及ぴ第3部に掲げられている諸原則に対する例外は、国家主権．

　国家安全保障及ぴ公の政策（1’公秩序”）に関係するものをも含め、

　（a）できるだけ少なくすること。

　（b）国民に知らしめること。

5　連邦国家という特別の場合には、ガイドラインの遵守．は、連邦制における権力の分割

　によって影響を受けることもある。

6　このガイドラインは、最小限の蓬準とみなされるべきであり、プライバシーと個人の

　自由の保護のため追加的措置により補完することができる．

第2部　国内適用における基本原則

収集制限の原則

7　個人データの収集には、制限を設けるべきであり、いかなる個人データも、適法かっ

　公正な手段によって、かっ適当な場合には、データ主体に知らしめ又は同意を得た上で、

　収集されるべきである。

デーダ内容の原則

8　個人データは、その利用目的に沿ったものであるべ’きであり・かっ利用目的に必要な

　範囲内で正確、完全であり最新なものに保たれなけれぱならない。

目的明確化の原則

9　個人データの収集目的は、収集時よりも遅くない時期において明確化されなけれぱな

　らず、その後のデータの利用は、当該収集目的の達成又は当該収集目的に矛盾しないで
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　かつ・目的の変更毎に明確化された他の目的の達成に限定される、ざである。

利用制限の原則

10　個人データは、第9条により明確化された目的以外の目的のために開示利用その他の

　使用に供されるべきではないが，次の場合はこの限りではない，

　〔a）データ主体の同意がある揚合、又は、

　（b）法律の規定による場合

安全保護の原則

11　個人データは、その紛失若しくは不当なアクセス・破壊・使用・修正・開示等の危険

　に対し、合理的な安全保誤捲置により保獲されなけれぱならない。

公開の原則

12　個人疏一タに係る開発・運用及び政策にっいては、一般的な公開の政策が採られなけ

　れrよならない。

　　個人データの存在・性質及ぴその主要な利用目的とともにデータ管理者の識別、通常

　の住所をはっきりさせるための手段が容易に利用できなけれぱならない。

個人参加の原則

13　個人は次の権利を有する。

　（a）データ管理者が自己に関するデータを有しているか否かについて1データ管理者又

　　はその他の者から確詔を得ること。

　（b）自己に関するデータを、

　　（D合理的壮期聞内に、

　　〔2）もし必要なら、過度にならない費用で、

　　（3）合理的な方法で、かつ、

　　（4）自己にわかりやすい形で、

　　自己に知らしめられること。

　（C）上詑（a）及ぴ（b）の要求が拒否された場合には、その理由が与えられること及ぴそ

　　のような拒否に対して異議を申立てることができる。

　（d）自己に関するデータに対して異議を申立てること、及びその異議が認められた場合

　　には・そのデータを消去・修正、完全化、捕正させること。

責任の原則

伺　データ管理者は、上記の諸原則を実施するための措置に従う責任を有する。

第3部　国際的適用における基本原則

　　　　　　　　自由な流通と合法的制限

15　加盟国は、個人データの国内における処理及びその再移出が、他の加盟国に及ぼす影

　轡について配慮すべきである。

16　加盟国は単なる通過も含めた個人データの国際流通が阻害されず、安全であることを

　確保するために、あらゆる合理的かっ適当な手段を講ずべきである。
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17　加盟国は、目国と他の加盟国との間における個人データの国際流通を制限することを

　控えるべきであるが、後者が未だガイドラインを実質的に遵守していない場合、又はか

　かるデータの再移出がその国のプライバシー保護規制を免れようとする場合は、この限

　りでない。

　　加盟国は、また、自国のプライバシー注制が、その性格からして特別の規制をしてお

　り，かつ他の加盟国が、自国と同等の保護を探していないある種の個人データに関して

　は、その流通を制限することができる。

侶　加盟国は、プライパシーと個人の自由の保護という名目で、これらの保護に必要とす

　る程度を超え、かつ、個人データの国除流通に対して障害を創設することになるような

　法律や政策及ぴ運用を差し控えるべきである。

第4部　国内実施

19　第2部及び第3部に規定されている諸原則の国内実施に当たって、加盟国は、個人デ

　ータに関するブライバシーと個人の自由の保護のための法的、行政的又はその他の手続

　きあるいは制度を確立すぺきである。

　　加盟国は、特に次の事項に努めるものとする．

　（a）適当な国内法を制定すること。

　（b）行動綱領その他の形式による自主的な規定の制定を奨励し、支持すること。

　（c）個人に対し、その権利を行使するための合理的な手段を提供すること。

　（d）第2部及び第3部の諸原則を実施するた措置に応じない場合には適当な制裁及び救

　　済手段を提供すること．

　（e）データ主体に対する不当な差別がないようにすること．

第5部　国際協力

20　加盟国は、ガイドラインの諸原則の遵守状況について、要求があれば他の加盟国に通

　報すべきである。加盟国は、また、個人データの国際流通及ぴブライバシーと燗人の自

　由の保護についての手統きが簡明であり、かつガイドラインを遵守している他の加盟国

　のそれと矛盾しないようにすべきである。

21　加盟国は、次の事項を容易にするための手続きを曜立すべきである。

　（Dガイドラインに関する情報交換

　〔2〉手続的調査的事項における相互援助

22　加盟国は、個人データの国際流通に関して、適用し得る法を規定する国内的、国際的

　な諸原則の開発に向けて俘業すべきである。
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諸外国の番号制度導入の経緯について

　アメリ力合衆国

　7メリカ合衆国においては、全国民を対象とした住民受録制度は存在しない．社会保

障番号（S　S解）は・老齢年金等に係る給付金算定の基礎となる個人の稼得賃金等及び

給付金の支払いを管理するために導入された．

　根拠法となる社会保障法（theSocIal　Secuτ性y長ct）は、、935年に制定され、　、

936年に最初のSSNが発行された。SSNを利用した管理業務が実施されたのは1
937年力）らである．また、〕962年からは、国税庁が納税者番号として使用してい

る9

2　カナダ
　　カナダにおいては、全国民を対象とした住民登録制度は存在しない，社会保険番号（

　SIN）は、マ蓮来の失業1呆険番号の数字力く覧巨弄口した【Dでこれ1こ代替するため及び新たな

　年金制度に対応するため、1964年に失業保険法に基づき導入されアヒ。

　　導入当初は・失業保険制度の管理のために利用されており、1965年にカナダ年金

　法の成立により年金業捲の管理に利用されるようになった．また・同年に所得税法が改

　正され、税務に社会保険番号が使用されることとなった。

3　スウェーデン

　　住民登録番号（P　l　N）は、住民登録制度を基礎としている．スウ．に一デンにおいて

　は載区民把握のため、住民畳録制度をスウェーデン国教会が所管していた・17世紀初

　頭に教区における住民登録が初めて行われ、1686年には、全国的な住民登録が初め

　て行われた。

　　1946年には、住民登録を藩礎とした住民登録番号（P　l　N）が導入されたが当初

　は、機械｛ヒされていなカ、ワた．　、968年力、ら1よ、｛主民登鎌1こEDP（Electronlc【）at

　a　Proce路mg）システムが導入され、コンビュータ化がなされた、

　　1991年からは、住民登録制度の所管がスウェーデン国教会の教区事務所から、国

　家租税委員会へ移った．

4　デンマーク
　　1924年に、各地方公共団体の行ラ住民の家族状況等の調査を中央政府において把

　握するため、住民登録制度が導入された．当初は機械化されておらず、集中管理もされ

　ていなかった、

　　1968年において、市民登録番号（CRN）を使規し、コンピュータにより集中管

　理されるCRS（CMl　Reglstratlon　Systgm）が導入された．このCRSは、内務省の

曳1こ

▽』、
一68一

管理下のデンマーケ政府のコンピュータセンクーである、データセントラーレン（Data

centralen）社が実際の運営に当たっている，

5　フランス
　　国民［D番号（NumeroNationalD臼ldentlficaUQn）は・1941年占領時のヴィシ

　ー政権下において導入された。

　　1946年6月14日のデクレにょる国立統計経済既究所〔t　NSEE）の設立によ
　リ、．国立統計経済研究所において身元確認全国リストの管理及びそれに基づく国民I　D

　番号の付与を行うこととなった。

　　1974年．国立統計経済研究所が1970年からコンピュータ処理していた身元確

　認全匡1リストをもとに各行政機関が保有する情報を継合しようとするrSAFAR　l計

　画↓が公表され、社会問題化した，

　　現在、国民t　D番号の利用は、非常に限定的なものとなっている．

6　韓囲

　　効率的な1主民管理体系の構築及び事務・行政能率の効率化等を目的として・1962

　年に住民登鎌法が制定された．住民登録番号は、住民登録法に基づき発行される住民登

　録証の番号として・導入された。

　　当初は希望者のみ登録を行い、住民登録証を発行したが、1968年の法改正によリ

　全国民を登録し、住民登録証を発行することとなワた。

7　シンガポール
　　1948年に、植民地政府により英国民に対してその身分証明・身元確認を行うため、

　国家登録法が制定され、身分証明書が詫行された。身分証明書番号はモこに記載された

　番号である。シンガボール独立後は・シンガポール内の全国民と永住者の身分証明等の

　ために利用されるようになった、
　　その後、身分証明魯の質と安全性を改善するため及び保有者のデータを更新するため・

　1966年と199老年の2回の全国規模の再登録事業が行われた・

8　オーストラリア
　　才＿ストラリアにおいては、全国民を対象とする住民登録制劇ま存在しない・納税者

　番号（TFN）は、1989年に所得税法に基づき導入された・制度導入の目的は・所

　得税に係る所得の効皐的な把握と脱税の防止にあった3導入当初は、雇用関係（源泉徴

　収票に記載）に限定されていたが、1991年よリー定額以上の所得を生じる金融取引

に楓大されている。なお、番号を告購ること1嫡ずし臓務｛柑られてはおらず・

　告知しない場合1こは、最高税皐1こよる源泉徴収が適用される。

　　その後、社会保障給付の不正受袷者及び脱税者の発見等の目的で他の行政機関とのデ

　ータ照含が行われている。
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諸外国における番号制度の状況について

ア　メ　リ　カ カ　ナ　ダ スウェーデン デンマーク 黄　　国 フ　ラ　ン　ス 才一ストラリア

醤号の名称 社会偉障書号

（5頗aに8こ韻ty

恥扇bθr）

社会保険脅号

（恥ciβ口閃uranoε

冴mb騒r）

住晃曼鐘書号

〔P8rsonaI

M2ntlty月回bgr）

崖畏量箆委号

にi）il直8ぢまstrati

㎝勘血巳r〕

住民丑録書号 園民l　D書号

（躍u咄o冨atlonal

d一｝d㎝t田cat沁n）

揃税者書号

σ猷FII酬”酊bεr）

実麓蒔期 1936年 1964年 …968年 1968年 1962年 1941年 1989年
人ロ 掬2憶5791万 釣2，875万人 釣875万人 約519万人 掬4　457万人 釣5　753万人 約1　766万人
付書者致 拘2億4，000万

G991駄だ1．95郷鯉

をa撤枷㌔）

駒3、080万人 め90Q万人 全困民及び定住外国

人

約4，457万人（
全人ロ）

童蜀民及び困内で生

玄れた外国人

約1，100万人

儲対a者 全ての窟民、永住考

　労働許可のある外

国人

全国民及び外鼠人永

住者

国内に居注するすぺ

ての個人

薗内に居住するすぺ

ての個人

全ての斡国居籍を有

する者

フランス国内で生庄

れた者（偲蹴〉、

胴遊郡碁廻餅

所得税の対象となる

所得を有㌻る者及び

社会保障を受ける者

付書主体 社会保樟庁 人舞管珪及が踊発書

（麗圃aロRe50Jrce5

and　PeVEIQP爬nt

Depart恥2n士）

国豪租税黍員会 内務省中央個人量鍛

昌

内務部（事務を行う

のは各洞箪携所等）

国立銃計経済研究所 国税庁

付書時点 出生時に付書†る像

か、申誘があれば本

人確望のうえ、付書

祉会保験醤号の申餐

があった時、本人賃

竃のうえ。付書

国民二出生厩時

外国人’移住時

国民＝出生祷

外国人’移住時

坦生届時 出生旦層時 納税番号敗得申藷時

（申驚による任慧恥

得）

書号を利用している行政分

野

個人のしD、毯務、

選挙人丑湿、年金

公的扶助尊の社会曙

障、失茱保険、運転

免許、自動軍量箆、

水道・下氷盗・ごみ

収集等の公共及ぴ準

公共機闘による利用

など

税務、年金・公的扶

助等の社会保障、奨

学金震務、労働者災

書補慣雲務、振舞車

務等の各種の行政分

野

税務、社会保障、塩

券、逮転免詐、医療

　諸統計その他の行

政分野

社会録障、睡康保険

　税務，蔵齋、病院

　醤昼、続計等の各

種の行鷺分野

医遺保験、学校、社

会腺除納税、撫券
の発給モの地の行政

分野

這挙人名簿、国内旦

超蓑理醤号、人ロ鋏

計等の諾続計、公務

員等の年金集務、社

金保障　共済纂務

国観庁所曽業務、社

会保障粟務陣金、

その池の冶付）、契

学金拾与制度、住宅

取得助成，続計その

他の行政分野

カード交付の有黙 紙幣用の紐製のソー

シマル　セキュリテ

ィ　力一ド

プラスティック製の

社会保験カード

カードは存在しない 書面による通知のみ

で、カードは存在L
ない．

ビニールケースに入

れた紙の注民量埠証

カー凹‡存在しない

　原則として本人に

は書号告知しない、

書面による通知のみ

で、カードは存在し

ない．

！

諸外国の番号制度における個人情報保護対策

ア　メ　り　力　台　衆　国　　　　　　カ　ナ　ダ デ　！　マ　ー　ク 韓　　国

フ イル記罧項目
昭．臨、鋼日、人巨．甜o名励慧鰍，主　臨・遡の虹．鋼日駄醸艦・悶・師

醐甜塒の宴田、羅開　　　　脚舞吼鵬1雌齪難賠舘
　　　　　　　　　　　　　　｝薪嘘8に閏f5甜

猛、潮日翼鯨、雛、冊欄疋亡）．盤

弼．踊，画K！．脳娼颪．盟舗りた畷胴

融マ　’

鵬．壇．毘臨．照．胡、鰯号宇星．覗

鋳Il闘梛項．鵬に賄測ど

番
号
管
理
駿
闇
に
お
け
る
像
護
捲
置

　　　　　　　　　一　　　
データの廉石導に閃する媛制 藩令等によリ認め9れた自らの

活動目的に関運し、かつ、必妻

な惜報のみを保有できる

峯該徴闇の零実又は活動に直捷

閲係する掻報のみを課有できる

当該宮斤の所掌目的に含致する

ことが明らかな帳報に限リ　シ
スームに蕃積で琶る

所醤藁務の蓮行に必糞な箪囲に
おいて廉有τることができる、

データ収銀に図する現訊 ・寅瞭的に可能な阻リ本人から収

藁しなければならない．

付醤申藷の際、証撚吾猛による

審堂が行われ番，

｛微毘働唱SNの畏示を要求
するには．註令上の展拠又は本

人の同畳が必要

　本人の同慧がある鳩舎專を除き

　可能な照り本人から直捷牧楽
　しなければならない．

　収集の際1こはその目的を谷知し

　なければならない。

》政府臓関がS　l　Nの擾示を要求

丁る際は　モの漫由看明示了る

密要慨報の更駈については、偲
qの市民が地方盈躍写務所に鍵

出Lた文露により得bれる
初期の登録は、出生鱒及び外国

人の昏住申謡時に行われる，

センシテ｛プな礪邦撚の蚊激
については、慨羅主鉢の同還又
は注律上の笹拠ガ必要，

住民の盈鐸又は量鐸畢項の訂正

は戚則として住民の申監に垂づ

いて行ラ．

データの保管等に関する坦別 公務員導の守秘…購

デ卿タの不正陵用1こは罰則がお
る

公務員等の守毬誤務
データの不正使用には澱務上の

懲減

公携員の守昼匪務
データの鶉えい…睾については罰

則が逼用

累務員箸の守秘西務
データの漏えい、不正剥用…引こ

ついて匡罰貝1｝が適用

他の協聞へのデータ醍供に聞ずる筑訓 腿止9フ『ライ’Lシー設によ働ら鳩2項踊

鰯、期助ら剛諏瓠1て蹴臨hて

旺

法令上の棍誕を有ず揖テ政分野

に阻定して罷供される．

他の公共擾闇へのデータ提閥‡

　データ監督局の承認の後、内

務省が決定ずる

法律上の根拠がある暢合にのみ

地の行政機聞に提1共了ることが

できる

垣綴のδ0ヌ　開示…享の請求 社会保障庁の規則、晴殺公閉法

　ブライバシー法に塁づき目己

に図†る哩人ほ澱の閲冥闘示
講求を行うことができろ，

プライパシー法に基づ春自己に

聞丁る個人悟程の閲葺　開示誹

求を行うことができる．

本人かうの要求がの7た羅小
遼やかに本人に闇了るデーダ著
ぼ則とLて署面により凹示しな

1ナれぱなうない

f公共捷聞の個人価報鐸護に閃

ずる法律」に基づ曹本人に関宇

る処囲浜報の母巳覧　聞示講求を

行うことができる，

住民ハ算法監一墨づく閲覧語求

階報の訂正等の請求 プライバシー法により認められ

ている，

プライパシーまにより認めうれ

ていろ．

データフ7イル法によリ竃めb
れている、

個人情報保護法によリ惣めbれ

ている。

像有データの正寅性・最妖位の剛呆 ブライパシー法によ臓務棚ナ
られている．

プライパンー渓によリ義洲引†

られている．

データファイル法により葭翻寸

けられている．

四人撫瞬置法及びセ…民ヱ簿窪

により義鍔付けられている，

受
領
機
関
に
お
け
る
像
護
措
置

データ利用等に闇丁る震制

受領織闇における個人惰報の結合〔ヂ
ータ　マ7チング）葬に蘭する規制

7ラィnlシー；｝に上望．臣融と至脳と瞭搬

剛τ聯観2（初刀艦）匠鱒駄曇h
醗臨魅輔更に侵する．鍛一買‘諏ワチ万

フげ珊眠則豆f5犀四．1瓠帰管
理珊・砿醐る．モ舷棚r＝甜るデータ

範類＾獅をど

法令上の蟹撫を有†る行辻分野

の霞務の範囲内におけろ利用の

みに唄定されている，
斜脳醒趨げ一ヲマ7チン以∫1醐コン｝

ロー周に雌訂（フ’ラ捌シー】ミ7河＾樋

蜘わ

提夙に当たワて、データカ嚇定

の目的のみに郭順されねぱなら

ないとの条件を付す．

行辻櫨蘭担互における惰報の結

合は．握当大臣の許可及びデー

ター督島の承認を要する．

内務訓訟受語機閲［こ対し．唖

用目的、使用方瑳等について訓

賊暑行うことができる．

受額撮関1‡利毘目的，提儀を畳

けたい惰報の冤囲を明らかにし
て詣ま，

捌睡受けられるデー9の亜巳 受垣庭閣にお1†ろ利用且的の麗

囲内1ζ限定．

受領雄閃における利鼠目的の範
囲内に唄霜，

本人の同Eや濠令等の差定も笥

る專の堵合看除き．センシティ
プな幌報1■緩嫉で書ない

受領凄聞の責務 公衰された目的以外にデータを

利用してはならない．

公表‘れた目的以外に1瓜長供

された個人雁報を利昂でき准い

目的の範窪内での剥用を｛丁わね

ば江らない

内務。阿同aなLに弛の撮関に
擾供してi‡ならない



『

スウニーデン フ　ラ　ン　ス 才一ストラリア

フ7イル諺録項目 氏名。生年月9、出生地、住所 氏名、性別　生年月日　出生埴 、凱三年肱踊諸一ストラリア葺瀞どiか

モの飽市民権．婚姻聞係、丙覗 など ．ま腓ど捨、圏冊、辰翻蹴聾観
配偶者、子供專に関了る享項 ‡卸慧杁a隙醐ご

デーダの像石等に関する現訓 デーヲ繊仰価重るライセノ凝肇†5．筋ソヲ‘ 注甦慨隔嬬合暇、r囎と目畠聞狙 議律．と明自に規定されている場
フ1匿配瓠』τは、さらにアー，瞳蜥E妻朽． 珪員倉’（㎝IL）嘘猷戦匠羅伽、 台又は毫務達行に不可欠な場合

』躁師 h狛▲Pよi誠ざ蛭 に隈り呉有ずるーとができる
デーダ収集に関丁る覗測 ‡雌協重朽騒一隅制湿、テ1→温制 逼正な巧濠による必藝． 注葎の施行に必要な最小阻度の

書 ン媛吸i緻5． 牧芸に巖」ては‡人に一定の翠 情報のみ収異できる．
号 …轟6亘箸マ願哩．塵噺民翻舐順； 項を告知する必要． 駁……による権胆のない収集の業
管 焔舌†ろこ～口『を抽るr センシティプ惰報の収凄には竃 止．

凋
嬬 四の置日民姓賊r楓の灘旨に行b血5． 人の明示の同ゑが必妻． 蚊渠の喋1屯目的　到用範囲專
膿
聞
一

を告知丁ろ必要．

に デークの保管…置に関する辺甜 秘密像護法による公務且の守秘 データ挺理巴当電の守塾義携 程朋峨殖膨セー7カート磁【。カLな
お 義務 ・デーダの濡えい等に対しては罰 lF協“1。
け ・デークの溺えい等にはヨ則適用 則が適用 程囲糊Lτ巨日胴置
ろ 他の捷閣へのデータ提供に闇丁る現刮 ファイル設置等に当たリ、デー CN　l」への諮問を経た後、国 法従で蝦定された行迂機聞に限
艮 タ腫逢院が必要な指示を行ラ． 務院の逼を騒たデクレの根拠力【 り擾儀†る二とができる．
語 必要
措 情報の面覧　開示等の話求 デ甲タ法に基づき、本人かうの 国互磯†遅済研究所に対し。ア ブライバシーミ…、婿輯本開まに
置 薮求があった篭含．ファィル管 ウセス横暑行臣することができ 基づき自己の慨報の蘭覧　開示

理質任者は、開示しなければな ろ．
藷求を行う二とができる．

らなL』，

僑報の訂正等の藷求 ・本人よリ申L入れ力矯った鳩合 アクセス権を有了ろ者は、デー ・γライパシーまにより羅め5れ
直ちに打正L、訂正Lたデー タの訂正…rを講求マることがで ている，

タを通知せねばならない ざる

保宥データの正霞性　最巧性の醸保 データ浅により護務付けうれで CN　I　Lの筆督の下　必要な権 陵醍1惧膀しτ嘱の駅勘服．甜を照の餌を

いる， 置を講じる。 吊鰻．

受 データ利用…引こ闇†る規訓 データ検査院が，必要な指示を 倒1しロ．殴餌祠蹴侃甜．臥囎畷 所得硯法、納税者書号ガイドラ
領 畳短機闇における個人愉艮の結合（デ 行つ。 耐る伽廻莚1し剛励凝勘制、勘 イン專によリ剥用逼囲を限定、
機 一タ　マフチング）導に聞丁る現刮 臥澱船し口瑠るこ四助一し・をし・。 腱舐よ暫、騒を匠え楓，臨腿劃イケ
閲 β、ガ什ライン面竃、フ’ラ耀ソ“朋経

に
お

騒モ屡職h｛、・L

け 提供を受けられろデータの距囲 データ検黛院が　必棄な指示を 国民l　D書号のみを提供できる 必要最小限の惰羅に阻定〔殴鰯翼

る
保

行う． r団、餐号杁暖版簸甑．石貢版を匿の

頴 汎領慶閲の貢携 自己のファイルのデータ更新、 岳号の利用は任務の匝囲内での 目的外利用の栞止
階 殖晃及び照合…享のためにの辱利 み， 晒切な宥全措置の謹携付け
置 用できる．

7

諸外国の番号制度における民間利用規制

了　メ　リ　力　含　衆　国 カ　ナ　ダ デ　ン　マ　ー　ク 韓　　国

民聞機関等がらのデータ照会 －「原則としで、本人の書面によ』る 原鮒として個入の同意なしに当 公的機閲に対する提供と同じく 以下の手読による．～

について雷号管理機関がデー 同意なしに、当該個人の情報を 該個人の情報を開示することぽ ヲータ監督尽の承認の後内務 騰中矢澱闘へのテ1一州用の輯、旨膿に1る

タ擾供を行っているか 提供することはできない． できない． 省が訣定する． 蜜盃

例外とLて、社会保障庁に雇用 プライバシー法に親定されてい 民聞の第三者ぱ．特定したい個 轍疑澗1、鵬又肺蒔へ親報

者の賃金の報告を行うため、雇 る13項目の例外が存在する。 人の番号及びモの個人と取引関 醗薦は野昂L、データ遷県の可醐．

用主に提供される場合には、本 係にあることを証明する必要が

入の同意は不要． ある

民聞機関等が本人に対し番号 特に現制されていない， ・特に規制されていない． 特に規制されていない． ・特に規制されていない．

の擾示を要求することに閏す S　SNの畏示力嘆求されるケー ・多くの民閲企業等においてS　l 民間部門においては、顧客管理

る規制 スは多い．　（クレジットカード Nが溜用されている． 番号として利用されている．

等の発霧申講、銀行ローン　住

宅ローン等の申込、医療保険の

支払請求．老人ホームヘの入所

申込など）

民聞濃閲等が書号を利用する S　SNをもとにしたデータベー ・特に規制されていない． 窮に動デークヘー潮には、本人の購朔概 公共楼関の例に準じた個人情報

こと（民間企業等が番号をも スの作成目俸1ま特に規制されて ・民聞部門における個人情報保護 含綴盟抑巖要L、テー一タ甑恥の翻の肚 保護措置を講じなけれぱならな

とにしてデータベースを作成 いない． について、運邦政府は現在、揉 を葺朽． い。

すること導）に関する規制 ・民閻企業における個人情報保護 準プライバシー規則奇自主的に 書号に蜂るデ→Il，望膿の正圭な罰の魍内で 関係中央行政膿関の長は意見の

については、個別の法律によリ 採択するよう奨励している。 、め．‡矯鍬朗醐こ標で紡聡嚇悲臨 提示又は勧告を行うことができ

規制． τきる る

民間濃関等による番号の不正 プライパシー法において、民事 現在のところ罰則はなく、検討 ・民聞機閲におけるデーダフ7イ 個入櫃報保護法及び住民登録法

陵用に閾する規制 及び刑事両方に係る罰則規定が 中である。 ルに閲する法律の規定に反する において罰則渓定が設けられて

詮けられている． ファイル設置、データの不正利 いる。

社会保陣法、魏法においても、 用等には、罰則が逼用される。

S　SNの不正な使用に対ずる罰

則が規定されている．

一り
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